
【お詫びと訂正】 

第３回「青木小学校」学校規模適正化等検討部会 

会議資料掲載内容の訂正について 

 

このたび、令和７年７月１日に開催された「第３回検討部会」の会議資料中、資料６の 

１３ページ及び１４ページの掲載内容に誤りがあることが判明いたしました。 

なお、当該資料内に誤りはございましたが、資料に基づく結論に変更はございません。 

会議資料をご覧いただきました皆さまにご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上

げます。 

訂正内容は以下の通りですので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。 

 

13 ページ（図面） 

訂正理由 

図面上では、令和９年度以降に入居開始予定の新規マンション等も経過措置の対象に

見える表現となっておりましたが、これらの物件については、令和９年度からの通学区

域変更を前提として試算していたため、経過措置の対象外となります。 

訂正内容 

図面上の⑤松ケ丘、⑦沢渡（⑤、⑦いずれも令和９年度以降入居予定）を訂正 

図表の下段に「※Ｒ９年度以降に入居開始の新規マンション等については、Ｒ９年度

からの通学区域変更を前提としています」を追記 

14 ページ（計算表） 

訂正理由 

経過措置の試算を行う際に、令和７年度時点で入居を開始している新規マンション等

については経過措置の対象に含めるところを、令和７年入居開始の１件の物件について、

経過措置の対象に含めず、令和９年度から通学区域変更するという条件で試算していた

ことが判明しました。（資料６ 21ページ ８の物件） 

訂正内容 

 ８の物件について、令和９年度以降の経過措置の対象として再計算し数値を訂正 

 

訂正前後の資料については、次頁よりご確認いただけます。 
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24CR R R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

763 761 765 774 779 799 823 853 851
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R R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

763 761 765 774 779 774 773 777 776
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24CR R R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

763 761 766 777 784 806 832 865 862
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763 761 766 777 784 779 778 782 780
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